
昭
和
二
十
六
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号

国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
売
渡
申
出
書
に
関
す
る
規
則

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
及
び
同
項
但
書

の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
売
渡
申
出
書
等
に
関

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
売
渡
申
出
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条
　
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
一
項

（
法
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗

文
化
財
の
国
に
対
す
る
売
渡
し
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
名
称
及
び
員
数

二
　
指
定
年
月
日
及
び
指
定
書
の
記
号
番
号
又
は
番
号

三
　
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
所
在
の
場
所

四
　
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五
　
管
理
責
任
者
を
定
め
て
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

六
　
譲
渡
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

七
　
予
定
対
価
の
額
（
予
定
対
価
が
金
銭
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
時
価
を
基
準
と
し
た
金
銭
に
見

積
つ
た
額
）

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
売
渡
申
出
書
へ
の
事
情
の
記
載
）

第
二
条
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
（
法
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
相
手
方

に
対
し
て
譲
り
渡
し
た
い
事
情
を
記
載
す
る
場
合
は
、
前
条
の
売
渡
し
の
申
出
書
に
当
該
事
情
を
記
載
し
て
申
出

を
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
六
日
文
部
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
九
月
三
〇
日
文
部
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〔
昭
和
五
〇
年
七
月
法
律
第
四
九
号
〕
の
施
行
の
日

（
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
一
一
日
文
部
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
文
部
科
学
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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